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J-Debit（ジェイデビット） 

（2021 年 9 月 30 日現在） 
項目 内容 

ご利用いただける方 
当行の普通用金口座（総合口座を含む）に発行された次のキャッシュカードをお持ちのお客さま 

（キャッシュカードに自動付帯されている決済サービスですので、個別のお申込みは不要です。） 

 キャッシュカード 

・京銀キャッシュカード 

・京銀 IC キャッシュカード 

・京銀キャッシュカード・マネジメント 

・京銀 RICH カード 

・京銀フルセットカード（「ご預金」側） 

・Kyoto Card Neo（京都カードネオ：クレジットカード機能付 IC キャッシュカード） 

※貯蓄預金について発行した、京銀キャッシュカードおよび京銀 IC キャッシュカードではご利用い

ただけません。 

※代理人のために発行したキャッシュカードも、J-Debit としてご利用いただけます。 

ご利用いただける店舗 

 
 

全国の J-Debit マークのある加盟店(以下、「J-Debit 加盟店」といい

ます。)でご利用いただけます。 

ご利用方法 

 
＜デビットカード取引＞ 

キャッシュカードを提示して J-Debit 加盟店の端末に暗証番号を入力すると、ご利用代金をお客さま

の預金口座から即時に引き落とします。 

 

＜キャッシュアウト取引＞ 

キャッシュカードを提示して J-Debit 加盟店の端末に暗証番号を入力すると、お客さまの預金口座か

ら即時に引き落とし、現金の交付を受けることができます。 

なお、キャッシュアウト取引は右記のマークのある 

J-Debit 加盟店でご利用いただけます。 

 

※いずれのお取引もご利用時に預金口座の残高が不足する場合、本サービスをご利用いただくことは

できません。ただし、「総合口座取引規定」および「京銀総合口座 RICH 当座貸越契約書」にもとづ

く当座貸越をご利用可能な場合は、ご利用いただけます。 

ご利用いただける時間帯 
24 時間（土曜・日曜・祝日含む）ご利用いただけます。 

※システムメンテナンス等により、ご利用いただけない場合があります。 

ご利用手数料 
ご利用手数料は不要です。 

キャッシュアウトサービスをご利用の場合、J-Debit 加盟店より手数料を請求される場合があります。 

ご利用限度額 

1 日あたり 100 万円 

※1回あたりの利用限度額はございません。（キャッシュアウト取引の場合は 1回あたり最大 5万円） 

※ご利用される J-Debit 加盟店によってご利用限度額が異なる場合があります。 

※1日あたりのご利用限度額は、スマホ決済サービス「Bank Pay」と合算で 100 万円以内です。 

※ご利用限度額を変更いただくことはできません。 

サービスの利用停止方法 

J-Debit の機能がご不要な場合、当行 ATM または当行店頭でのお手続きによりサービスのご利用を停

止いただくことが可能です。 

ただし、デビットカード取引およびキャッシュアウト取引は、いずれかを選択してご利用を停止いた

だくことはできません。 

なお、ご利用の再開を希望される場合は、当行店頭でのみお手続きいただけます。 

利用確認方法 
J-Debit をご利用いただいた場合、通帳に J-Debit 加盟店名等が表示されます。 

「JD○○○○○○○」（○の箇所の J-Debit 加盟店名が表示されます。） 

その他 
J-Debit 加盟店とのお取引について、契約の解除等をご希望される場合、ご利用された J-Debit 加盟

店に直接お問い合わせください。 

当行が契約している 

指定紛争解決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

  連絡先：全国銀行協会相談室 

  電話番号：０５７０－０１７１０９ または ０３－５２５２－３７７２ 

（注）ご利用手数料等は金融情勢の変化等により変更することがございます。 


